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第 1章 経営戦略の策定に当たって 

1.1 経営戦略改定の意義と基本方針 

1.1.1 経営戦略改定の意義 

本戦略は、平成 29 年３月に策定した「朝日村特定環境保全公共下水道事業経営戦略（以後、

改定前の経営戦略を「当初戦略」といいます。）」を、策定から９年が経過した現在において、

施設の老朽化や財政状態の変化などを分析・評価し、現在の事業環境に適合した計画とするも

のです（以後、改定後の経営戦略を「本戦略」といいます。）。改定の方針は、総務省の「 『経営

戦略』の改定推進について（令和４（2022）年１月）」による経営戦略改定の要請に基づいて実

施します。 

 

1.1.2 本戦略の目的 

朝日村下水道事業は、供用開始から約 30 年が過ぎましたが、将来の老朽化に伴う大規模な更

新投資や人口減少に伴う下水道使用料収入の低下などの問題に直面しています。本戦略は、こ

のような厳しい経営状況下においても事業を継続するために、現在における事業課題を把握し、

当村が運営する下水道事業について、一層の経営基盤の強化を図ることで、今後も持続的かつ

安定的なサービスを住民に提供するための指針とします。 

 

1.1.3 本戦略の計画期間 

経営戦略で定めるべきとする計画期間は 10年以上を基本としていることから、本戦略の計画

期間は、令和８年度から令和 17 年度までの 10 年間とします。 

 

 

  

計画期間：令和８（2026）年度～令和 17（2035）年度 
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1.2 事業概要 

1.2.1 朝日村の概要 

当村は、信州のほぼ中央に位置し、塩尻市、松本市、山形村、木祖村に隣接しています。東西

15.84km、南北 9.89km、面積は 70.62 ㎢で、約 87％を山林が占めています。平坦地の標高は

740m から 900m で、鉢盛山(2,447m)を背に北東面に緩やかに傾斜した扇状の台地が広がり、

住居地と耕地をなしています。鉢盛山から流れる鎖川は野俣沢、中俣沢、樫俣沢などの５大支

流を集めて村の中央を流れ、奈良井川へと注ぎます。気温は年平均 10℃前後で、最高は 30℃を

超えますが、最低は−10℃を下回る準高冷地の気候です。降雨量が少ない内陸型で、降雪量も平

均して 30 ㎝前後と多くはありません。 
 

1.2.2 朝日村下水道事業の概要 

当村の下水道事業は、平成３年 11 月に村の中心部 96.5ha の区域及び終末処理場について、

特定環境保全公共下水道として認可を受けて事業を着手しました。その後、平成８年３月 31日

に処理施設の供用を開始しています。計画区域の見直しを行うことで、平成 13年２月に 53.5ha

拡張し 150.0ha とし、平成 20 年３月に 13.0ha 拡張し 163.0ha となっています。現在では、農

業集落排水区域を下水道区域に統合し、平成 20 年 12 月に計画区域は 225.0ha となりました。

管渠整備率はおおむね 100％に達しています。 

 

 

図 1-1 特定環境保全公共下水道事業の処理区域   
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１) 施設の状況 

供用開始年度 

（供用開始後年数） 

平成７年度供用開始 

（供用開始後年数 30

年） 

法適（全部適用・ 財

務適用）非適の区分 

財務適用 

処理区域内人口密度 1,880.89 人/㎢ 流域下水道等への接

続の有無 

なし 

処理区数 １区 

処理場数 １施設 

広域化・共同化・最適化実施状況 該当なし 

 

２) 下水道使用料の概要・考え方 

当村の下水道使用料は、従量制かつ累進制の使用料体系となっています。家庭用と事業用の

区分はしていません。 

 

使用料計算方法（１ヶ月） 

下水道使用料＝基本料金＋超過料金＋消費税額（10 円未満切り捨て） 

 

表 1-1 下水道使用料金表 

使用水量 使用料金 

～10 ㎥ 基本料金：2,270 円 

11 ㎥～20 ㎥ 超過水量１㎥につき 172 円 

21 ㎥～30 ㎥ 超過水量１㎥につき 203 円 

31 ㎥～50 ㎥ 超過水量１㎥につき 238 円 

51 ㎥～100 ㎥ 超過水量１㎥につき 267 円 

101 ㎥～300 ㎥ 超過水量１㎥につき 301 円 

301 ㎥～ 超過水量１㎥につき 315 円 

 

３) 組織 

当事業は、建設環境課上下水道環境係の所掌業務となっており、同係は、下水道のほか水道

や廃棄物等に関する事務を行っています。このうち下水道担当職員は１名です。 
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第２章 事業分析 
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第２章 事業分析 

2.1 経営分析 

過去５年間（令和２年度～令和６年度）の決算状況より、事業の経営状況を分析します。 

 

2.1.1 収益的収支の状況 

・過去５年間の推移を見ると、収益は令和４年度に大きく増加し、以降は減少傾向を示してお

り、費用は減少傾向となっています。 

・令和４年度における収益の大きな増加の要因は、営業外収益の一般会計繰入金の増額による

ものです。 

・費用は、営業外費用の支払利息が減少を続けており、全体の費用も減少傾向となっています。 

・収益の内訳では、営業外収益の一般会計繰入金が最も多くなっており、営業収益の使用料収

入は、約３割を占める程度となっています。 

・費用の主な要素は、営業費用の減価償却費となっています。減価償却費のほとんどを一般会

計繰入金で充当しているような収支構造となっています。 

 

 

図 2-1 過去５年間の収益的収支の推移 

 

 

図 2-2 令和６年度の収益的収支内訳  
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2.1.2 資本的収支の状況 

・過去５年間では、資本的支出のほとんどを企業債償還金が占めています。 

・資産の維持管理については、耐水化・耐震化事業を除き修繕対応が中心であり、建設改良費

はほとんど発生していません。 

・企業債償還金は減少傾向にあり、企業債残高が着実に削減されていることを示しています。 

 

 

図 2-3 過去５年間の資本的収支の推移 

 

 

図 2-4 令和６年度の資本的収支内訳 
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2.2 経営指標の分析 

当事業の経営状況を客観的に把握するため、経営指標を活用し、経年的な傾向の分析や他団体

との比較を行います。本戦略の経営指標の分析には「経営比較分析表」を用います。 

経営比較分析表（「公営企業に係る『経営比較分析表』の策定及び公表について（公営企業三課

室長通知）」による経営比較分析表）とは、経営指標の経年比較や類似団体平均値との比較を行い、

現状や課題等を的確に把握するとともに、議会・住民に向けて分かりやすく説明するため、各市

町村の事業体が策定し公表を行っているものです。 

経営比較分析表は、別紙にて掲載します。（本戦略最終ページにて） 

 

分析のみかた 

・「当該値」とは、当事業の決算値に基づいて算定された指標値です。 

・「類似団体平均値」とは、全国の公共下水道事業の中で、地方公営企業法の適用状況と水洗化

人口の規模によって区分した団体のうち、当事業と同じ区分に属する団体の当該指標値の平

均を取った値です。 

・当事業は、令和元年度から地方公営企業法を適用し、公営企業会計へと移行しました。 

 

2.2.1 経営の健全性・効率性 

 

① 経常収支比率（％） 

 

【 説 明 】 ・使用料収入や一般会計からの繰入金等全ての経常収益（営業収益＋営業外

収益）で、維持管理費や支払利息等全ての経常費用（営業費用＋営業外費

用）をどの程度賄えているかを表します。 

【分析・評価】 ・類似団体平均値と比較すると高い水準となっています。 

・しかし、収益の内訳では、一般会計の負担金の割合が大きいです。 

  

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 119.03 124.27 118.72 176.61 163.27

類似団体平均値 102.73 105.78 106.09 106.44 107.11
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当該値 類似団体平均値
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② 累積欠損金比率 

 

【 説 明 】 ・累積欠損金（営業活動で生じた損失で、前年度の繰越利益剰余金等でも補

てんができず、複数年にわたり累積した損失のこと）の営業収益に対する

割合を示します。 

【分析・評価】 ・指標が 0.00％であり、当事業では累積欠損金が発生していません。 

・継続して累積欠損金を発生させないようにする必要があります。 

 

 

③ 流動比率（％） 

 

【 説 明 】 ・流動資産の流動負債に対する比率です。 

・１年内に支払う債務に対する支払能力を示します。 

【分析・評価】 ・指標が改善しており、令和５年度では、150％を超えています。この値か

ら債務に対する支払能力を十分有していることがわかります。 

・今後も高い水準を維持することが求められます。 

  

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

類似団体平均値 94.97 63.96 69.42 72.86 69.54
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④ 企業債残高対事業規模比率（％） 

 

【 説 明 】 ・下水道使用料に対する企業債残高の割合を示します。 

・明確な基準値はありませんが、企業債残高が多すぎると将来への負担が大

きくなることを意味します。 

【分析・評価】 ・令和４年度以降、指標を大きく減らしています。 

・令和５年度では類似団体平均値を下回るようになりましたが、今後、処理

場の改築・更新を控えているため、増加することが考えられます。 

 

⑤ 経費回収率（％） 

 

【 説 明 】 ・汚水処理に要する経費を使用料収入でどの程度賄えているかを示す指標

です。 

【分析・評価】 ・令和２年度以降は 100％を上回っており、使用料水準は、経営面からみて

適切と判断できます。 

・しかし、人口減少や更新事業の進展などにより将来的に経費回収率が低下

する恐れがあるため、継続的な検討が必要です。 

  

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 1,632.56 1,597.93 1,566.27 1,222.23 973.44
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⑥ 汚水処理原価（％） 

 

【 説 明 】 ・１㎥あたりで、どれだけの費用（原価）がかかっているかを示します。 

【分析・評価】 ・類似団体平均値を下回っています。 

・今後は、物価上昇や事業推進による減価償却費の増加によって、当該値が

増加する可能性があります。 

・将来の処理水量の変化を考慮し、今後も事業コストを抑え、低い水準を維

持することが求められます。 

 

⑦ 施設利用率 

 

【 説 明 】 ・１日の対応可能な処理能力に対する１日平均処理水量の割合で、施設の利

用状況や需要に応じた適正な施設規模を判断するための指標となります。 

【分析・評価】 ・類似団体平均値と比較すると高い水準にあります。また、60％前後を維持

しています。 

・施設配置等の制限により、直ちにダウンサイジングなどを行うことは厳し

いですが、今後の人口規模に応じて検討が必要です。 
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類似団体平均値 228.47 224.88 228.64 239.46 233.15

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

当該値 類似団体平均値

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 60.91 61.87 61.52 59.55 57.98

類似団体平均値 42.47 42.40 42.28 41.06 42.09

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

当該値 類似団体平均値

11



 

 

⑧ 水洗化率 

 

【 説 明 】 ・現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理している

人口の割合を示します。 

【分析・評価】 ・非常に高い水準となっており、類似団体平均値と比較しても高いです。 

・今後も 100％を目指して接続数の向上を目指します。 

 

 

2.2.2 老朽化の状況 

① 有形固定資産減価償却率（％） 

 

【 説 明 】 ・有形固定資産のうち、償却対象資産の減価償却済みの価額割合を表し、資

産の老朽化度合いを示します。 

【分析・評価】 ・留意点として、当事業の本指標は、法適用した令和元年度からの償却率を

算定しているため、実際の老朽化状況を示していません。 

・実際には約 40％程度と考えられます。 

・徐々に増加してきており、更新事業の必要性が高まっています。 
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② 管渠老朽化率（％） 

 

【 説 明 】 ・法定耐用年数を超えた管渠資産の延長割合を示します。 

・管渠の老朽化状況を表します。 

【分析・評価】 ・令和５年度までに法定耐用年数を超えた管渠はなく、現時点での更新の必

要性は低いですが、状態の点検や調査を実施しつつ今後の更新費用に備

え、財源の確保に努める必要があります。 

 

 

③ 管渠改善率（％） 

 

【 説 明 】 ・当該年度に更新を実施した管渠延長の割合を示します。 

・管渠の更新ペースを把握できます。 

【分析・評価】 ・令和５年度までに法定耐用年数を超えた管渠はなく、更新を実施していま

せんが、今後は、地震対策として、重要な施設へ接続する管渠や主要道路

を走る管渠の耐震性を高めることが求められます。 

・将来の更新需要の集中に備え、更新の前倒しをするなど、投資金額の平準

化のための更新計画を検討していく必要があります。 
 

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

類似団体平均値 8.62 0.01 0.01 0.02 0.07

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

当該値 類似団体平均値

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

類似団体平均値 0.36 0.39 0.10 0.08 0.06

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

当該値 類似団体平均値

13



 

 

第３章 将来の事業環境 
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第３章 将来の事業環境 

3.1 朝日村の人口・有収水量・使用料収入の予測 

下水道事業では、汚水処理にかかる経費を下水道利用者が負担する使用料によって賄っていま

す。下水道の使用料収入は、当該下水道事業の対象となる人口動態に大きな影響を受けるため、

近年の人口減少社会によって事業環境が厳しくなることが想定されます。したがって、本項では

将来人口の予測から将来の有収水量及び使用料収入の予測を行い、将来の事業環境を分析します。 

 

3.1.1 行政区域内人口の予測 

当村では、令和元年度に「朝日村第６次総合計画」を策定しており、将来の人口目標値を設

定しました （人口ビジョン）。しかし、本戦略では、人口ビジョンの数値はあくまで参考にとど

め、少子高齢化や人口流出の影響をそのまま反映した推計結果を用います。これは、将来の人

口減少リスクを見込み、財政収支の見通しを適切に図るためです。 

なお、人口予測の手法には、令和６年度社人研推計における仮定値を用いた「コーホート要

因法」を採用しました。推計の結果及び考察は以下のとおりです。 

・基準年である令和６年度から目標年度の令和 17 年度までの 12 年間で、約 400 人の人口減少

が見込まれます。 

・平成 30 年度以降の実績においても、継続的な減少傾向が示されていることから、今後も同様

の減少傾向が続くと考えられます。 

 

表 3-1 人口予測の比較（抜粋） 

 H30 R02 R06 R07 R08 R12 R17 

実績人口 4,598 人 4,538 人 4,232 人     

人口ビジョン※  4,538 人 4,309 人 4,252 人 4,229 人 4,141 人 4,014 人 

本戦略推計値    4,197 人 4,163 人 4,018 人 3,824 人 

※人口ビジョンの予測結果には住民基本台帳人口との差分の補正をかけています。 

 

図 3-1 人口予測の比較  
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3.1.2 有収水量・使用料収入の予測 

将来の有収水量及び使用料収入は推計人口に基づき算定しました。まず、有収水量の予測に

ついては、令和６年度の年間総有収水量を基準とし、本戦略における人口減少率を各年度乗じ

ることで、人口推移に連動した水量を算出しています。また、使用料収入の予測については、

令和６年度の使用料単価が将来にわたって継続するものと仮定し、各年度の年間総有収水量の

推計値に乗じて算出しました。算出結果と今後の課題は以下のとおりです。 

・令和６年度から令和 17 年度までの 12 年間で、年間有収水量は約 39 千㎥/年の減少が見込ま

れます。 

・これに伴い、使用料収入は年間約 9,120 千円の減収となる試算です。 

・令和４年度の使用料改定により、一時的な使用料収入の増収を実現しましたが、費用が横ば

いで推移したとしても、人口減少による減収の影響は避けられません。 

・したがって、今後も定期的な使用料体系の見直しが不可欠と考えられます。 

 

表 3-2 有収水量・使用料収入予測の比較（抜粋） 

 H30※１※２ R02※２ R06※２ R07※３ R08 R12 R17 

年間総有収水量 

（千㎥/年） 
392.9 435.4 401.2 397.9 394.6 380.9 362.5 

使用料収入 

（千円/年） 
89,230 91,811 94,601 95,251 93,059 89,817 85,481 

※１ H30 は、地方公営企業法適用に伴う打切決算により、11 か月分の水量及び使用料収入（税抜）となっています。 

※２ H30～R06 は、各年度の決算書における水量及び使用料収入（税抜）の実績値を表示しています。 

※３ R07 は、年間総有収水量を推計結果としていますが、使用料収入は決算見込の使用料収入（税抜）を表示しています。 

 

 

図 3-2 有収水量・使用料収入予測の比較 
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3.2 これからの施設の見通し 

健全な下水道事業の経営において、施設の健全性確保は重要な課題の１つです。将来にわたっ

てサービスの提供を継続するためには、老朽化した施設・管渠を計画的に更新する必要がありま

す。以下では、当村における施設の老朽化状況に対する将来見通しを示します。 

 

3.2.1 現有資産の取得実績 

図 3-3 は、当事業における資産取得の時期及び投資額を示したものです。これまでの整備実

績及び今後の見通しは以下のとおりです。 

・施設（構造物及び設備）に投じた総額は約 80.2 億円に達します。その内訳は「管渠」が全体

の約 71％、「建築」が約 19％を占めています。 

・1990 年代に集中的に整備した管渠は、50年後の 2040 年代で、一斉に更新期を迎えます。 

 

図 3-3 現有固定資産の取得実績 

 

3.2.2 今後 10 年間の経年化状況と更新シナリオ 

図 3-4 は、今後 10 年間において、法定耐用年数を経過する資産額の割合を示したものです。 

・現時点における経年化率は、全体の１割程度にとどまっています。 

・本戦略の計画期間では、法定耐用年数を迎える資産は、「機械・電気・装置」が大半を占めて

いるため、資産全体に与える影響は限定的であり、期間内の経年化率は横ばいに推移します。 

 

 

図 3-4 現有資産の経年化状況  
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図 3-5 は、現有資産を法定耐用年数で更新すると仮定し、同規模の施設を更新する場合の費

用を現在価値で試算したものです。更新需要の推移及び試算結果は以下のとおりです。 

・ 「土木」と「機械・電気・計装」については、既に更新時期が到来している資産が蓄積してお

り、令和７年度末時点で、法定耐用年数を迎えている資産は約 7.0 億円に達します。 

・計画期間内に法定耐用年数を迎える資産のみを対象とすると、更新需要は平均して年間約

2,300 万円となります。 

・一方、現時点で法定耐用年数を迎えている資産を含め、すべて計画期間で更新すると仮定し

た場合には、年間で約 9,300 万円の投資が必要となる試算です。 

 

図 3-5 本戦略計画期間における更新需要 

 

3.2.3 今後 50 年間の経年化状況と更新シナリオ 

図 3-6 は、今後 50 年間において、法定耐用年数を経過する資産額の割合を示しています。 

・令和 27 年度までは、全体資産額の１～２割程度が法定耐用年数を超過していますが、令和 28

年度以降は急速に増加し、現在から約 20年後には全体の約９割が法定耐用年数を超える見込

みです。 

・法定耐用年数を迎える資産額は、令和 28 年度が最大で、約 40.8 億円となります。更新対象

の大部分は「管渠」が占めており、過去に集中整備された資産が同時期に老朽化する状況が

明らかとなっています。 

 

図 3-6 現有資産の経年化状況（50 年間）  
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図 3-7 は、今後 50 年間の長期的な更新需要の見通しを示したものです。結果の要旨は以下の

とおりです。 

・令和 28 年から令和 32年までの期間において、更新需要が突出して多くなっています。 

・更新対象となる資産は 「管渠」が多くを占めていますが、 「機械・電気・計装」は耐用年数が

短く、短い周期で更新需要が発生しています。 

・令和 28 年度から令和 32 年度までに発生した更新需要を、当該期間で満たすと仮定した場合

には、平均して年間約 16.8 億円の投資が必要になります。 

 

図 3-7 今後 50 年間の更新需要 

 

3.2.4 まとめ 

１) 施設の将来見通し 

当事業の施設における現状及び将来見通しは以下のとおりです。 

・本戦略の計画期間では、更新需要がほとんど発生しません。 

・管渠が一時期に集中して布設されたことにより、更新需要が短い期間に集中しており、この

ために必要となる事業費は、莫大な額になることが予測されます。 

・既に更新を必要とする資産も多くあり、計画的な更新が求められます。 

 

２) 今後の取組方針 

上記の状況を踏まえ、施設の健全化と経営の健全化を両立させるためには、更新費用の抑制

や平準化に向けた取組みが不可欠となります。具体的な検討事項は以下のとおりです。 

・管渠については、上下水道システム上の急所箇所を設定し、更新優先度に基づいた計画的な

更新を実施し、主要な管渠の強靭化を図ります。 

・更新に際しては、既に策定済みのストックマネジメントを活用しつつ、効果的に老朽化対策

や耐震化事業を推進するため、現状に即した見直しを適宜行います。 

・財源の確保については、使用料改定や費用削減による純利益の確保、国庫補助金などの活用、

計画的な企業債の借入などを見込み、施設の健全化と経営の健全化を両立させます。 
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第４章 経営の基本方針 

4.1 下水道事業の課題 

4.1.1 老朽化設備の更新及び投資財源の確保 

・当事業は、供用開始から約 30 年経過しましたが、管渠や施設の更新時期は 20～30 年先とな

りますが、現在から財源を確保することが重要です。 

・処理場の機械設備などは、法定耐用年数が短く、既に経過しているものも存在しており、現

在でも対応が求められます。 

・また、管渠や施設は長寿命であるとともに、整備時期が一定期間に集中していることから、

適切な維持管理及び計画的な更新並びにそれに対する財源の確保が必要です。 

 

4.1.2 有収水量の減少  

・下水道の普及率は、令和６年時点で 99.05％と非常に高く、水洗化率の向上に係る取組はおお

むね完了したといえます。 

・人口の減少に伴い、有収水量も低下傾向となっています。 

・有収水量の低下は、使用料収入の減少を招くとともに、施設の利用率を低下させ、効率的な

事業運営を阻害する要因となります。 

 

4.1.3 経営の健全化 

・経費回収率は、現在 100％を超えており、適切な使用料収入を確保できている状況にあります

が、事業費の確保のため、多額の一般会計繰入金も収入として見ています。 

・今後、使用料収入の減少が見込まれる中においても、施設の維持管理・更新・耐震化などの

事業は、継続的に実施することが求められるため、財源の確保に取り組む必要があります。 

・財源の確保のため、使用料の改定、計画的な企業債借入、適当な一般会計繰入金による補助

を検討することが必要です。 
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4.2 経営の基本方針 

4.2.1 基本理念 

 

① 下水道施設の適正管理 

② 財政運営の健全化 

 

4.2.2 設定目標・具体施策 

① 下水道施設の適正管理 

【目  標】 

・施設の適切な維持管理及び計画的な設備更新を実施し、老朽化対策や耐震化事業に関する取

組を強化します。 

【具体施策】 

・策定済みのストックマネジメント計画に基づき、資産を一体的に捉えて、点検・調査から改

築・修繕に至るまで、計画的かつ効率的に管理を実施します。なお、ストックマネジメント

計画は、５年サイクルで見直しを行い、その時々の施設の実態や社会情勢に応じて、最適な

事業計画を策定・推進します。 

・現在は、ピュアラインあさひの機械設備・電気設備の更新事業を推進するとともに、建物や

土木資産の耐震化事業を順次実施していく予定です。 

 

② 財政運営の健全化 

【目  標】 

・収入減少と費用増大という課題に対応するため、使用料の適正化や企業債の有効活用、適切

な一般会計繰入金の算定を行い、健全な財政運営に必要な収入を確保します。 

【具体施策】 

・財政収支の見通しを立て、将来的に必要となる収入規模を把握します。 

・算定された将来の収入規模に基づき、使用料改定の必要性を検証します。改定に当たっては、

適正な使用料水準を設定した上で広く意見を募り、村民負担の急激な増加を避けるよう計画

的に実施します。 

・将来の企業債償還に対応できるよう、国庫補助金や交付税措置のある企業債、基準に基づく

一般会計繰入金を活用し、適切な資金残高を確保します。 
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第５章 財政収支の見通し 
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第５章 財政収支の見通し 

下水道事業は、独立採算制を原則とする地方公営企業であることから、健全な財政を維持する

ために、利益を確保し、黒字経営を継続させなければなりません。下水道事業の利益は、主に施

設の更新費用や企業債の償還に充てられるため、収支均衡を達成した上で、利益を確保すること

が求められます。このような事情を踏まえ、投資計画に対応する財政シミュレーションを実施し、

財政計画を策定します。 

 

5.1 投資・財政計画（収支計画） 

投資・財政計画（収支計画）は、別紙にて掲載します。（本戦略最終ページにて） 

 

5.2 投資計画について 

本戦略の計画期間で予定している投資計画の概要は以下のとおりです。これらは、ストックマ

ネジメント計画における改築・耐震化のスケジュールに基づくものです。 

 

表 5-1 投資計画の概要 

 

 

下水道事業の課題でも掲げたように、管渠や施設は法定耐用年数を迎えるまで期間があり、現

時点での更新の必要性は低いです。そのため、当面は法定耐用年数の短い機械などを更新するこ

とが中心となります。また、基幹となる施設については、昨今の地震災害等に耐えられるよう、

耐震化工事を実施します。なお、上記投資計画の概要は、本戦略策定時の計画に基づくものであ

り、水需要の動向の変化や処理方法等の見直しなどにより、大きく変更する可能性があります。 

 

（単位：千円）

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

建設工事１（処理棟耐震補強） 6,000 50,000

機械設備工事１ 95,000 221,400

電気設備工事１ 15,000 36,000

電気設備工事２ 19,000 45,000

建設工事２（ＯＤ耐震補強） 19,000 19,000 19,000 20,000

機械設備工事２ 68,000 156,000

機械設備工事３ 34,000 79,000

電気設備工事３ 41,000 96,000

ストックマネジメント更新シナリオ 111,000 111,000

116,000 326,400 45,000 0 87,000 175,000 94,000 195,000 111,000 111,000合計

ピ
ュ

ア
ラ
イ
ン
あ
さ
ひ

計画種別
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5.3 財政シミュレーション 

5.3.1 シミュレーションの概要 

投資計画に対応した財源を確保し、財政収支の見通しを立てるため、財政シミュレーション

を実施しました。財政シミュレーションでは、収支状況の改善と資金確保を実現する方策を検

討します。検討の対象は、使用料の改定・時期や企業債借入の条件設定、一般会計繰入金の試

算などが中心となります。そのほかの収支項目については、シミュレーションごとに同条件で

検証ができるよう、実績値や予算値を参考資料として一定の条件を設定します。 

 

１) 収支計画のうち財源に関する説明 

(１) 使用料収入 

・使用料単価（令和６年度実績値）に対して、有収水量の予測で推計した年間有収水量を乗じ

て算出します。 

・有収水量の予測が減少する結果となっているため、総収入が減少するようになっています。 

・使用料改定を行う場合は、使用料単価に使用料改定率を乗じることで、当事業の使用料収入

の増加を想定します。 

 

【使用料収入】令和６年度使用料単価（＠235.80 円/㎥）×年間有収水量×（使用料改定率） 

 

(２) 建設財源 

・投資計画に掲げる事業を推進するに当たって、その財源については、建設改良費の全額を外

部調達による資金で賄うことを想定しています。 

・外部資金の内訳としては、国庫補助金（社会資本整備総合交付金）や企業債（下水道事業債）

を見込んでいます。 

 

【国庫補助金】建設改良費×交付要件に定める補助率 

【企業債】  建設改良費から国庫補助金を差し引いた金額 

 

(３)  一般会計繰入金（他会計補助金） 

・収支の均衡と流動比率を適正に確保することを目的に、一般会計繰入金を収入に見込みます。 

・当事業は下水道事業であるため、汚水処理に要する経費のうち、分流式下水道に要する経費

の一部などは、公的な便益が認められるため、公費によって負担されます。 

・本シミュレーションでは、総務省が示す繰出基準（令和７年度の地方公営企業繰出金につい

て（通知））に基づく繰入金のほか、必要な一般会計繰入金を算定します。 
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２) 収支計画のうち投資以外の経費に関する説明 

(１) 人件費 

・職員１人あたりの人件費単価を算出し、人員数及び給与上昇率を反映します。 

・人件費単価は、令和６年度決算の実績値を採用します。 

・近年の人件費増加をシミュレーションに反映するため、102.0％/年の変動率（人事院勧告の

近年平均値）を乗算します。 

 

【人件費】実績人件費単価×職員数×変動率（102.0％/年） 

 

(２) 薬品費・動力費 

・実績から算定した想定単価に年間処理水量を乗じて算出します。 

・近年の物価上昇を反映するため、消費者物価指数を参考にした物価変動率（総合：103.0％/

年、電気：104.8％/年）を乗算します。 

 

【薬品費】想定単価×年間処理水量×変動率(103.0％/年) 

【動力費】想定単価×年間処理水量×変動率(104.8％/年) 

 

(３) 委託料 

・令和６年度決算の実績を参考にした金額を反映します。 

・内訳は、処理場維持管理委託や汚泥運搬処理委託、システムの保守などが中心となります。 

 

(４) 修繕費 

・過去５年間の実績を参考にして、10年間をとおして一定金額になるように設定します。 

・内訳は、マンホールポンプオーバーホール、マンホール修繕及び処理場計器修繕等です。 

 

(５) 企業債元利償還金 

・既往借入分の償還額に、新たに借り入れる元利償還金の推定額を合算することで、将来値を

設定します。 

・償還設定は、近年の金利推移や償還期間などを踏まえ設定します。 

 

【既往借入分】起債償還計画より 

【新規借入分】元利均等償還（30年償還うち５年据置） 

【償還設定】利息 3.00％/年（30 年償還うち５年据置）  
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そのほかの収支項目を含めた条件設定は、以下のとおりとしています。 

科 目 設 定 方 法 

収
益
的
収
入 

営
業
収
益 

使用料収入 R06 使用料単価×年間有収水量（×使用料改定率） 

その他営業収益 過去５年間の実績の平均値 

営
業
外
収
益 

他会計補助金 分流式下水道に要する経費分（基準内繰入金） 

長期前受金戻入 
既存分：既存資産に対する収益化予定額を算出 

新規分：新規取得資産に対する収益化予定額を算出 

その他営業外収益 過去５年間の実績の平均値 

特別利益 見込まない 

収
益
的
支
出 

営
業
費
用 

人件費 人件費単価×職員人数×人件費単価変動率 

薬品費 薬品単価×年間処理水量×薬品単価変動率 

動力費 動力単価×年間処理水量×動力単価変動率 

光熱水費 過去５年間の実績の最大値×物価変動率 

通信運搬費 過去５年間の実績の平均値 

修繕費 過去５年間の実績の中央値 

委託料 
令和６年度決算の実績値を参考 

令和 10・15 年度では、ストックマネジメントに係る経費を別途追加 

減価償却費 

既存分：既存資産の減価償却予定より 

新規分：償却率を資産別で定めて算出する。 

土木：0.017％   建築：0.020％   電気：0.050％ 

機械：0.066％   計装：0.100％   管渠：0.020％ 

その他営業費用 過去５年間の実績の中央値 

営
業
外
費
用 

支払利息 
既存分：既往債の起債償還計画より 

新規分：30 年間償還（内：５年間据置）利息 3.0％で算出 

その他営業外費用 過去５年間の実績の中央値 

特別損失 見込まない 

資
本
的
収
入 

企業債 国庫補助金を除いた建設改良費に対応する額 

他会計補助金 過去５年間の実績値を参考（基準外繰入金） 

国庫補助金 補助対象の事業費に補助率を乗ずる。 

資
本
的
支
出 

建設改良費 投資計画より 

企業債償還金 

既存分：既往債の起債償還計画より 

新規分：30 年間償還（内：５年間据置）利息 3.0％で算出 ※利息については営業外

費用にて計上 
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5.3.2 シミュレーションの要件 

本シミュレーションでは、以下の２点に着目し、使用料改定に係る条件を検討します。 

 

１) 収支均衡の維持 

下水道事業における持続可能性を確保するためには、収支均衡を達成した上で、将来の施設

更新等に備えた適正な利益を確保することが不可欠です。 

本シミュレーションでは、収入の減少などによる厳しい経営環境下において、損益赤字を回

避し、向こう 10年にわたり収支均衡を維持できるかを検証します。そのため、「経常収支比率」

に着目し、使用料改定率の条件を変えた複数のシミュレーションについて、将来見通しの比較

を行います。 

 

２) 適正な使用料水準の確保 

下水道使用料の適正水準を測る指標として「経費回収率」を用います。これは、汚水処理費

のうち、公費（税金）でなく使用料収入で賄うべき経費について、実際の収入が占める割合を

示したものです。したがって、適正な水準にある場合には、経費回収率は 100％となります。 

本戦略では、計画期間をとおして使用料水準を適正に保つため、条件ごとの経費回収率の推

移を検証し、適切な使用料設定に必要な使用料改定率を把握します。 

 

5.3.3 シミュレーションの検証方針 

使用料改定に係る条件の検討にあたっては、通常３～５年の使用料算定期間を設けて期間内

の経常収支比率等を確認します。本シミュレーションにおいては、１回あたりの改定による負

担増加を緩和させることを目的とし、算定期間を最短の「３年」に設定して検証を行います。 

また、使用料改定率の設定については、「5.3.2 シミュレーションの要件」に基づき、改定

率を５％刻みで変動させながら、負担が高すぎない「改定率：５％～15％」の範囲で推移を確

認し、計画期間をとおして経費回収率を 100％で維持できる水準を判断します。 

以下は、本シミュレーションにおいて比較検討する使用料改定率の各設定条件です。 

１．使用料収入Ａ：10 年間をとおして１度も使用料改定を行わない。 

２．使用料収入Ｂ：R09（2027）に“５％増”、R12（2030）に“５％増”、R15（2033）に“５％増”の改定 

３．使用料収入Ｃ：R09（2027）に“10％増”、R12（2030）に“10％増”、R15（2033）に“10％増”の改定 

４．使用料収入Ｄ：R09（2027）に“15％増”、R12（2030）に“15％増”、R15（2033）に“15％増”の改定 
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5.3.4 財政シミュレーションの結果 

１) 経常収支比率の比較 

経常収支比率の試算結果から、将来の経営状況について次のような評価ができます。 

・使用料改定をしない場合であっても、一部の年度を除き経常収支比率が 100％以上で推移す

るため、概ね収支均衡以上を維持できる見通しです。 

・ただし、下水道事業の場合、使用料収入のほかに「分流式下水道に要する経費」に対して一

般会計繰入金が充てられ、経営が支えられていることに留意が必要です。 

・したがって、指標が 100％を超えている期間については、単純な利益ではなく、一般会計繰入

金を抑制する余地があるものと考えることができます。 

 

 

図 5-1 使用料改定率の設定による経常収支比率 

 

２) 経費回収率の比較 

経費回収率の試算結果から、将来の使用料水準について次のような評価ができます。 

・傾向としては、経常収支比率と同様の推移を示しており、現行の使用料体系を維持した場合

でも、一部の年度を除き必要な使用料水準を確保することができます。 

・一方、経費回収率は適正な水準ですが、経年的な物価上昇や投資計画の事業完了に伴う減価

償却費の増加によって汚水処理費の規模は増加していきます。その結果、分流式下水道に要

する経費に対応する一般会計繰入金は増加の一途をたどり、村の一般会計を圧迫するおそれ

があります。 

 

 

図 5-2 使用料改定率の設定による経費回収率  
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5.3.5 財政計画における使用料改定の方針 

当事業の経営状況としては、現行の使用料水準を据え置いた場合であっても、概ね経費回収

率を 100％で維持し、健全な事業運営を維持することができると考えられます。しかし、中長期

的な事業環境を考えた場合に、過去に整備した施設や管渠が一斉に老朽化し、その更新対応の

ために多額の財源を要することは避けられない状況にあります。そのため、この将来の更新需

要に対し、早期から計画的に財源を確保していくことが求められています。したがって、本戦

略では、財政シミュレーションの結果を踏まえ、「使用料算定期間を３年間で設定し、３年ごと

に５％増の段階的な改定を実施すること」を本戦略で掲げる使用料改定の方針とします。 

なお、使用料改定の具体化に向けては、関係者から意見を広く募るなどして合意形成を図る

ため、本戦略で掲げる方針と最終的な使用料改定案とは異なる可能性があります。 

 

5.4 財政計画における経営状況の見通し 

5.4.1 収益的収支に関する見通し 

１) 現状の使用料水準を維持した場合 

・投資計画の整備事業に伴う減価償却費や企業債利息が増加するため、収益的支出が計画期間

をとおして増加傾向となっていますが、分流式下水道に要する経費としての繰入金によって、

支出に対応した収入を確保し、収支均衡を維持することができています。 

・一方、水需要の低下による減収によって、使用料で賄うべき汚水処理費の充当額が減少して

おり、一般会計の負担割合が年々増加しています。 

・令和 15 年度では、ストックマネジメントに係る委託料の発生が要因となって経費回収率が

100％を割り込む見通しです。これは、現状の使用料水準では、将来的に改善が必要なことを

示唆しています。 

 

 

図 5-3 収益的収支・経常収支比率の見通し（使用料改定なし） 

0

30

60

90

120

150

180

0

100

200

300

400

500

600

R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

経
常
収
支
比
率
（
％
）

収
益
的
収
入
・
支
出
（
百
万
円
）

収益的収入 収益的支出 経常収支比率

実績値← →推計値

30



 

 

 

図 5-4 下水道使用料・汚水処理費・経費回収率の見通し（使用料改定なし） 

 

２) 使用料改定によって、将来のために使用料収入を増収する場合 

・収益的収支については、使用料改定によって使用料収入経費へ充当される割合が増えるため、

一般会計が負担する繰入金の規模が縮小し、一般財政の負担を軽減することができます。 

・汚水処理費のうち維持管理費はすでに使用料収入で賄えていますが、資本費についてはすべ

てを賄えておらず、使用料収入をもって充てることができない分は、一般会計の負担金が充

てられています。段階的な使用料改定を行うことで、この資本費に対する充当割合が増加す

るため、将来の施設更新等を見据えた持続可能な財源の確保につながります。 

 

 

図 5-5 収益的収支・経常収支比率の見通し（使用料改定あり） 
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図 5-6 下水道使用料・汚水処理費・経費回収率の見通し（使用料改定あり） 

 

5.4.2 資本的収支に関する見通し 

・令和９年度では、大規模な建設改良費による支出を予定しており、その後も機械や電気の更

新が続きます。これらの事業完了に伴い、収益的支出において減価償却費が増加します。 

・資本的支出の財源については、主に企業債及び国庫補助金を見込んでおり、建設改良費に対

する財源は、すべて外部調達による資金を見込んでいます。 

・国庫補助金以外の財源には、企業債を充当します。企業債の借入により、収益的支出におけ

る支払利息が増加します。 

・国庫補助金については、各事業において 50％の補助率を見込んでいます。これにより、当該

資産の減価償却費に対応して、長期前受金戻入が増加します。 

 

 

図 5-7 資本的収支の見通し 
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5.4.3 財政状況に関する見通し 

・建設改良費の財源として企業債を活用していますが、過去に整備した資産に係る企業債の償

還が進んでいるため、企業債残高は横ばいで推移する見通しです。 

・資金残高は、建設財源において補てん財源（内部留保資金）を用いず、外部資金を充当して

いるため、計画期間を通じて増加傾向となる見通しです。令和 17年度時点の流動比率は814％

に達し、短期的な支払能力は極めて高い水準で確保できていると評価できます。 

 

 

図 5-8 企業債残高・資金残高の見通し 

 

5.4.4 その他の検討事項 

これまでの検討事項のほかに、投資・財政計画に関して検討を行った事項をまとめます。 

 

１) 今後の投資について 

(１) 管渠の更新 

現状では、法定耐用年数を超過した管渠は存在していません。しかし、管渠の老朽化による

事故を未然に防ぐため、点検調査を定期的に実施しつつ、投資平準化のために管渠更新計画の

策定を検討していきます。 

 

(２) 人口減少への対策 

将来の人口減少に伴う水需要の減少に合わせ、施設更新を検討する場合には、施設規模の縮

小（ダウンサイジング）やスペックダウンを中心にコスト縮減策を検討します。 
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(３) 投資の平準化 

当事業では、令和５年度にピュアラインあさひ及びマンホールポンプ施設を対象とした第３

期下水道ストックマネジメント計画を策定しました。本戦略における投資計画についても、同

計画で定めた修繕・改築計画による事業内容を反映したものとなっています。 

 

(４) 広域連携や民間活力の活用 

①広域連携 

県の広域化構想研究会等に参画し、周辺市町村との連携のあり方について検討を進めます。 

 

②官民連携 

汚水処理場及びマンホールポンプ施設の管理については、供用開始以来民間事業者へ委託し

ています。 

また、全国の下水道事業においては、これら経費削減に対する課題への対策として、官民連

携手法のひとつである「ウォーターPPP」の導入が推進されています。ウォーターPPP により、

中長期的な契約のもとで民間事業者に施設の管理や更新を委託することが可能となり、長期的

な視点に立った計画的かつ効率的な事業運営が期待されます。 

当事業においても、こうした動向を踏まえ、ウォーターPPP をはじめとする民間活力の活用を

積極的に検討します。ただし、現時点では類似事業における導入事例が少ないことから、他自

治体の事例や国の動向を注視しつつ、適切な時期・段階での導入を目指します。 

 

２) 今後の財源について 

(１) 使用料収入 

短期的な視点に立った場合、使用料改定の必要性については、それほどひっ迫していないと

評価することができます。しかし、 「将来の事業環境」でも示したように、中長期的には過去に

整備した管渠等の更新の需要が集中することが見込まれます。したがって、将来世代への過度

な負担の先送りを避け、必要な財源を平準化して確保するために、段階的な使用料改定を実施

し、将来的な更新コストの使用料への上乗せ負担を検討していきます。 

 

(２) 繰入金 

投資・財政計画においては、基本的には繰出基準に基づく繰入金を見込んでいますが、村の

一般財政においても、人口減少による税収入の減少が予測されるため、一般財政に大きな負担

をかけない経営が必要となっていきます。 
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３) 今後の投資以外の経費の考え方について 

(１) 委託料 

維持管理に関する委託料については、５年に一度の複数年契約を行うことにより、入札額の

引き下げを図っており、引き続き複数年契約等の入札方法の工夫によりコスト削減に取り組み

ます。また、本戦略では、ストックマネジメントに係る経費を５年ごとに見込んでいます。 

 

(２) 修繕費 

下水道施設を安定的に稼働させるため、毎年度一定額の予算を確保します。 

 

(３) 動力費 

本戦略では、将来の燃料価格や光熱費の高騰を見込んでいます。なお、今後は、施設の稼働

に係る経費を削減するため、設備更新の際にはランニングコストが低い機器の導入を検討しま

す。 

 

(４) 職員給与費 

今後も職員１名の配置とし、これ以上の削減は見込まないものとします。 
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5.5 経費回収率の維持・向上に向けたロードマップ 

経営指標の見通しや収支状況の課題、適正な使用料水準の考え方を踏まえ、経費回収率の維

持・向上に向けたロードマップを作成しました。本戦略では、計画期間をとおして経費回収率

を適正水準で維持することを目標に掲げ、５年おきに経営戦略を改定しつつ、定期的な使用料

水準の検証を行います。 

 

表 5-2 経費回収率の維持・向上に向けたロードマップ 

 

 

 

図 5-9 ロードマップによる経費回収率の推移 

 

（単位：％）
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算定期間：３年 算定期間：３年 算定期間：３年

３年に１度の周期で使用料改定を実施し、将来的な更新等の財源を平準化して確保します。
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第６章 経営戦略の進捗管理 
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第６章 経営戦略の進捗管理 

6.1 PDCA サイクルによる経営戦略の検証 

掲げた施策や取組を実施し、確実に経営を改善するため、PDCA サイクルによる進捗管理を以下

のとおりに実施します。 

・事業計画（Plan）－実行（Do）－検証（Check）－改善（Act）のプロセスにより、定期的な検

証・改善を図りながら事業を実施します。 

・これを公表することで計画の透明性を確保し、村民（下水道利用者）の理解を得ながら事業

を進めます。 

・本戦略に定めるものは、５年毎に見直しを行い、今回設定した目標及び施策の評価点と改善

点を整理します。 

・定期的な評価と改善により、健全な経営に向けた取組の実現性を向上させ、質の高い経営戦

略を目指します。 

 

次回改定（予定）：令和 12（2030）年度 

 

 

図 6-1 PDCA サイクルによる改善のイメージ 
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経営比較分析表（令和５年度決算） 
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)

－
類

似
団

体
平

均
値

（
平

均
値

）
資

金
不

足
比

率
(
％

)
自

己
資

本
構

成
比

率
(
％

)
普

及
率

(
％

)
有

収
率

(
％

)
1
か

月
2
0
ｍ

3
当

た
り

家
庭

料
金

(
円

)

4
,
3
1
7

2
4
.
9
8

1
7
2
.
8
2

■
当

該
団

体
値

（
当

該
値

）
法

適
用

下
水

道
事

業
特

定
環

境
保

全
公

共
下

水
道

D
2

非
設

置

管
理

者
の

情
報

人
口

（
人

）
面

積
(
k
m
2
)

人
口

密
度

(
人

/
k
m
2
)

グ
ラ

フ
凡
例

長
野

県
　

朝
日

村

業
務

名
業

種
名

事
業

名
類

似
団

体
区

分

0.
00

0.
05

0.
10

0.
15

0.
20

0.
25

0.
30

0.
35

0.
40

0.
45

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
0.

00
0.

00
0.

0
0

0
.0

0
0.

00

平
均

値
0.

36
0.

39
0.

1
0

0
.0

8
0.

06

0.
00

20
.0

0

40
.0

0

60
.0

0

80
.0

0

10
0
.0

0

12
0
.0

0

14
0
.0

0

16
0
.0

0

18
0
.0

0

20
0
.0

0

R
01

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
1
19

.
03

12
4.

2
7

11
8
.7

2
17

6.
6
1

16
3.

2
7

平
均

値
1
02

.
73

10
5.

7
8

10
6
.0

9
10

6.
4
4

10
7.

1
1

0.
00

5.
00

10
.
00

15
.
00

20
.
00

25
.
00

30
.
00

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
3.

28
6.

46
9.

6
6

12
.
89

1
6.

1
4

平
均

値
24

.
68

21
.3

6
22

.7
9

24
.
80

2
6.

7
7

0.
00

1.
00

2.
00

3.
00

4.
00

5.
00

6.
00

7.
00

8.
00

9.
00

10
.
00

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
0.

00
0.

00
0.

0
0

0
.0

0
0.

00

平
均

値
8.

62
0.

01
0.

0
1

0
.0

2
0.

07

①
経

常
収

支
比

率
(
％

)

0.
00

10
.0

0

20
.0

0

30
.0

0

40
.0

0

50
.0

0

60
.0

0

70
.0

0

80
.0

0

90
.0

0

10
0
.0

0

R
01

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
0.

00
0
.0

0
0.

00
0.

0
0

0.
00

平
均

値
94

.9
7

63
.
96

69
.4

2
72

.8
6

69
.
54

0.
00

20
.0

0

40
.0

0

60
.0

0

80
.0

0

10
0
.0

0

12
0
.0

0

14
0
.0

0

16
0
.0

0

18
0
.0

0

R
01

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
33

.0
8

54
.
93

71
.0

6
87

.3
7

17
0.

5
2

平
均

値
47

.7
2

44
.
24

43
.0

7
45

.4
2

50
.
63

0.
00

20
0.

0
0

40
0.

0
0

60
0.

0
0

80
0.

0
0

1,
0
00

.
00

1,
2
00

.
00

1,
4
00

.
00

1,
6
00

.
00

1,
8
00

.
00

R0
1

R
02

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
1
,6

3
2.

5
6

1,
59

7
.9

3
1,

5
66

.
27

1,
22

2
.2

3
97

3.
4
4

平
均

値
1
,2

0
6.

7
9

1,
25

8
.4

3
1,

1
63

.
75

1,
19

5
.4

7
1,

16
8
.6

9

0.
00

20
.0

0

40
.0

0

60
.0

0

80
.0

0

10
0
.0

0

12
0
.0

0

14
0
.0

0

R
01

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
95

.1
1

11
1.

6
7

10
9
.0

3
12

3.
8
6

11
6.

8
8

平
均

値
71

.8
4

73
.
36

72
.6

0
69

.4
3

70
.
71

0.
00

50
.0

0

10
0
.0

0

15
0
.0

0

20
0
.0

0

25
0
.0

0

30
0
.0

0

R
01

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
2
23

.
41

18
8.

8
4

19
4
.6

0
18

5.
1
1

20
0.

7
9

平
均

値
2
28

.
47

22
4.

8
8

22
8
.6

4
23

9.
4
6

23
3.

1
5

0.
00

10
.
00

20
.
00

30
.
00

40
.
00

50
.
00

60
.
00

70
.
00

R0
1

R0
2

R0
3

R
04

R0
5

当
該

値
60

.
91

6
1.

8
7

61
.5

2
59

.5
5

57
.9

8

平
均

値
42

.
47

4
2.

4
0

42
.2

8
41

.0
6

42
.0

9

75
.0

0

80
.0

0

85
.0

0

90
.0

0

95
.0

0

10
0
.0

0

10
5
.0

0

R
01

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
98

.0
4

98
.
00

98
.9

0
98

.6
6

99
.
21

平
均

値
83

.7
5

84
.
19

84
.3

4
84

.3
4

84
.
73

②
累

積
欠

損
金

比
率

(
％

)
③

流
動

比
率

(％
)

④
企

業
債

残
高

対
事

業
規
模

比
率

(
％

)

⑤
経

費
回

収
率
(
％

)
⑥

汚
水

処
理

原
価
(
円

)
⑦

施
設

利
用

率
(
％

)
⑧

水
洗

化
率

(％
)

①
有
形

固
定

資
産

減
価
償

却
率

(
％

)
②

管
渠

老
朽

化
率

(
％

)
③

管
渠

改
善

率
(
％

)

【
10
5.
09
】

【
6
5.
73
】

【
4
8.
91
】

【
1,
15
6.
82
】

【
8
6.
21
】

【
4
3.
28
】

【
21
5.
73
】

【
7
5.
33
】

【
2
9.
62
】

【
0
.0
9】

【
0.
11
】
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様
式

第
2
号

（
法

適
用

企
業

・
収

益
的

収
支

）
投

資
・
財

政
計

画
（
収

支
計

画
）

【
特

定
環

境
保

全
公

共
下

水
道

事
業

会
計

】
（
単

位
：
千

円
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

前
年

度
本

年
度

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

区
　

　
　

　
　

　
分

（
決

算
）

（
予

算
）

令
和

0
8
年

度
令

和
0
9
年

度
令

和
1
0
年

度
令

和
1
1
年

度
令

和
1
2
年

度
令

和
1
3
年

度
令

和
1
4
年

度
令

和
1
5
年

度
令

和
1
6
年

度
令

和
1
7
年

度

１
．

(A
)

9
4
,7

6
2

9
5
,2

7
2

9
3
,2

6
4

9
7
,0

0
1

9
6
,2

0
3

9
5
,3

8
2

9
9
,2

2
9

9
8
,2

6
7

9
7
,3

3
1

1
0
1
,1

7
8

1
0
0
,2

2
1

9
9
,1

6
0

(1
)

9
4
,6

0
1

9
5
,2

5
1

9
3
,0

5
9

9
6
,7

9
6

9
5
,9

9
8

9
5
,1

7
7

9
9
,0

2
4

9
8
,0

6
2

9
7
,1

2
6

1
0
0
,9

7
3

1
0
0
,0

1
6

9
8
,9

5
5

(2
)

(B
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(3
)

1
6
1

2
1

2
0
5

2
0
5

2
0
5

2
0
5

2
0
5

2
0
5

2
0
5

2
0
5

2
0
5

2
0
5

２
．

2
7
0
,7

5
4

1
7
6
,8

5
8

1
4
3
,0

3
4

1
3
7
,3

2
2

1
7
2
,9

7
4

1
6
6
,6

1
6

1
6
2
,9

6
3

1
6
5
,3

0
6

1
8
2
,3

7
4

1
9
0
,2

1
2

1
9
8
,8

1
1

2
0
5
,5

4
0

(1
)

1
8
0
,6

5
7

9
0
,9

5
9

6
2
,5

7
4

5
8
,6

7
5

8
3
,9

8
2

7
6
,2

2
3

7
2
,6

5
9

7
5
,2

4
1

8
5
,5

2
1

9
3
,4

0
1

9
4
,7

6
0

1
0
1
,3

5
4

1
2
2
,8

5
7

7
1
,0

0
0

6
2
,5

7
4

5
8
,6

7
5

8
3
,9

8
2

7
6
,2

2
3

7
2
,6

5
9

7
5
,2

4
1

8
5
,5

2
1

9
3
,4

0
1

9
4
,7

6
0

1
0
1
,3

5
4

5
7
,8

0
0

1
9
,9

5
9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(2
)

9
0
,0

9
7

8
5
,8

9
7

8
0
,4

5
8

7
8
,6

4
4

8
8
,9

8
9

9
0
,3

9
0

9
0
,3

0
1

9
0
,0

6
2

9
6
,8

5
0

9
6
,8

0
8

1
0
4
,0

4
8

1
0
4
,1

8
3

(3
)

0
2

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

(C
)

3
6
5
,5

1
6

2
7
2
,1

3
0

2
3
6
,2

9
8

2
3
4
,3

2
3

2
6
9
,1

7
7

2
6
1
,9

9
8

2
6
2
,1

9
2

2
6
3
,5

7
3

2
7
9
,7

0
5

2
9
1
,3

9
0

2
9
9
,0

3
2

3
0
4
,7

0
0

１
．

2
2
0
,4

8
8

2
3
1
,7

1
3

2
2
3
,7

0
2

2
2
1
,3

2
4

2
5
1
,7

6
3

2
4
4
,3

8
0

2
4
4
,7

3
0

2
4
5
,1

9
8

2
5
9
,0

0
8

2
6
9
,6

7
2

2
7
4
,7

9
6

2
7
9
,2

5
8

(1
)

4
,8

9
2

5
,8

6
6

4
,8

9
2

4
,9

9
0

5
,0

9
0

5
,1

9
1

5
,2

9
5

5
,4

0
1

5
,5

0
9

5
,6

1
9

5
,7

3
2

5
,8

4
6

2
,1

6
7

2
,8

7
2

2
,2

1
0

2
,9

2
9

2
,2

5
4

2
,9

8
8

2
,2

9
9

3
,0

4
8

2
,3

4
5

3
,1

0
9

2
,3

9
2

3
,1

7
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
,7

2
5

2
,9

9
4

2
,6

8
2

2
,0

6
1

2
,8

3
6

2
,2

0
3

2
,9

9
6

2
,3

5
3

3
,1

6
4

2
,5

1
0

3
,3

4
0

2
,6

7
5

(2
)

6
4
,0

7
6

7
4
,3

9
3

6
7
,3

5
6

6
7
,8

0
4

7
8
,2

8
0

6
8
,7

7
5

6
9
,2

8
2

6
9
,8

0
5

7
0
,3

5
0

8
0
,9

1
3

7
1
,5

0
5

7
2
,1

0
6

8
,7

9
8

1
0
,9

0
9

8
,8

7
0

9
,2

0
9

9
,5

7
1

9
,9

4
5

1
0
,3

2
7

1
0
,7

1
8

1
1
,1

2
5

1
1
,5

4
3

1
1
,9

8
3

1
2
,4

2
5

2
,3

9
9

7
,3

7
0

2
,6

4
9

2
,6

4
9

2
,6

4
9

2
,6

4
9

2
,6

4
9

2
,6

4
9

2
,6

4
9

2
,6

4
9

2
,6

4
9

2
,6

4
9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
2
,8

7
9

5
6
,1

1
4

5
5
,8

3
7

5
5
,9

4
6

6
6
,0

6
0

5
6
,1

8
1

5
6
,3

0
6

5
6
,4

3
8

5
6
,5

7
6

6
6
,7

2
1

5
6
,8

7
3

5
7
,0

3
2

(3
)

1
5
1
,5

2
0

1
5
1
,4

5
4

1
5
1
,4

5
4

1
4
8
,5

3
0

1
6
8
,3

9
3

1
7
0
,4

1
4

1
7
0
,1

5
3

1
6
9
,9

9
2

1
8
3
,1

4
9

1
8
3
,1

4
0

1
9
7
,5

5
9

2
0
1
,3

0
6

２
．

1
7
,9

3
4

1
5
,6

2
0

1
2
,3

8
9

1
2
,7

9
1

1
7
,2

0
5

1
7
,4

1
0

1
7
,2

5
4

1
8
,1

6
7

2
0
,4

8
9

2
1
,5

0
9

2
4
,0

2
8

2
5
,2

3
4

(1
)

1
3
,3

5
9

8
,8

2
0

7
,4

3
8

7
,8

4
0

1
2
,2

5
4

1
2
,4

5
9

1
2
,3

0
3

1
3
,2

1
6

1
5
,5

3
8

1
6
,5

5
8

1
9
,0

7
7

2
0
,2

8
3

(2
)

4
,5

7
5

6
,8

0
0

4
,9

5
1

4
,9

5
1

4
,9

5
1

4
,9

5
1

4
,9

5
1

4
,9

5
1

4
,9

5
1

4
,9

5
1

4
,9

5
1

4
,9

5
1

(D
)

2
3
8
,4

2
3

2
4
7
,3

3
3

2
3
6
,0

9
0

2
3
4
,1

1
5

2
6
8
,9

6
9

2
6
1
,7

9
0

2
6
1
,9

8
4

2
6
3
,3

6
5

2
7
9
,4

9
7

2
9
1
,1

8
2

2
9
8
,8

2
4

3
0
4
,4

9
2

(E
)

1
2
7
,0

9
3

2
4
,7

9
7

2
0
8

2
0
8

2
0
8

2
0
8

2
0
8

2
0
8

2
0
8

2
0
8

2
0
8

2
0
8

(F
)

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(G
)

0
1
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(H
)

0
△

 9
9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
2
7
,0

9
3

2
4
,6

9
8

2
0
8

2
0
8

2
0
8

2
0
8

2
0
8

2
0
8

2
0
8

2
0
8

2
0
8

2
0
8

(I
)

1
2
7
,0

9
3

2
4
,6

9
8

2
0
8

2
0
8

2
0
8

2
0
8

2
0
8

2
0
8

2
0
8

2
0
8

2
0
8

2
0
8

(J
)

2
5
1
,8

0
0

2
1
1
,4

8
2

1
9
5
,3

5
3

2
1
9
,5

9
9

2
4
8
,8

6
0

2
7
7
,7

5
6

3
1
4
,6

0
8

3
6
1
,9

7
1

4
0
8
,9

3
4

4
6
2
,4

1
4

5
1
6
,2

8
6

5
7
5
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(B
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支
払

利
息

動
力

費

修
繕

費

材
料

費

そ
の

他

減
価

償
却

費

特
別

損
失

特
別

損
益

(F
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(G
)

当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）

収 益 的 収 入

営
業

収
益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他

営
業

外
費

用
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営
業

費
用

職
員

給
与

費
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本

給

退
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給
付

費

そ
の

他

そ
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支
出

計
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損
益

(C
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(D
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(E
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(H
)

特
別

利
益

収 益 的 収 支

営
業

外
収
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補
助

金

他
会

計
補

助
金

そ
の

他
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助
金
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期

前
受

金
戻

入

そ
の

他

収
入

計

経
費

う
ち

未
払

金

累
積

欠
損

金
比
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（

×
1
0
0

）

流
動

資
産

う
ち

未
収

金
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動

負
債

う
ち

建
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改
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費
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う
ち
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入
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繰
越
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剰
余

金
又
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累

積
欠

損
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動
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（
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J
）
/
（
K
）
×

1
0
0
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1
5
9
%

1
7
7
%

1
9
9
%

8
1
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%

6
4
8
%

7
4
6
%

2
9
1
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3
3
6
%

3
8
4
%

4
4
6
%

5
2
2
%

5
6
2
%
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収
支
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・
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令
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0
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